
仕 様 書 

 

 

１ 件   名    であいの森 マイクロバス運行送迎業務委託 

 

２ 委 託 場 所    草加市柿木町２６１番地１ 

            草加市総合福祉センターであいの森 

 

３ 委 託 期 間    令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 支 払 方 法    業務完了月払（年１２回払） 

 

５ 委託業務の内容 

  委託業務内容は次のとおりとする。  

 (1) 高年者、障がい者及びすこやかクラブの団体が、安全かつ容易に来館できるよう

便を図るため、施設管理者が作成した運行計画に従い、送迎バスの運行及びこれに

付帯する業務を行うこと。 

  (2)  運行車両の管理全般に関すること。 

（3） 自動車継続検査（車検）の受検に関すること。 

 (4)  事故の際の処理及び対応に関すること。 

 

６ 運行日 

  バスの運行日は、であいの森の休業日(１２月２９日から翌年の１月３日まで)及び

臨時休業日の２日を除く毎日とする。 

       

   ７ 運 行 時 間     

午前８時３０分から午後４時３０分まで 

    

８ 基本走行距離     

１日 平均約７５km 

 

９ 運行経路と運行時刻 

  運行経路と運行時刻は、施設管理者の作成したものによる。ただし、運行経路を変更

する場合は、双方協議のうえ決定する。 



10 運行車両の確保 

 (1) 運行については、受託者の用意するマイクロバスの車両 1 台を用いる。 

 (2) 受託者の用意する車両について 

   ① 草加市総合福祉センターであいの森の名称明記した車両であること。 

なお、マグネットタイプも可能とする。 

   ②  冷暖房完備、乗車定員２９人であること。 

     ③  「特定旅客自動車運送事業の許可」及び「大型自動車等通行許可」の許可を

受けた車両であること。 

   ④ 「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物資の特定地域における総量

の削減等に関する特別措置法」、「埼玉県生活環境保全条例」の適合車両で

あること。 

⑤ スタッドレスタイヤ装備及びドライブレコーダー（前後）搭載の車両である

こと。 

 

11 運転手の確保  

  運行送迎業務を遂行するため、大型二種免許を保持するとともに、道路事情及び地理等

を熟知し、かつ、安全で快適な運行を行うことができる者を運転手として配置すること。 

 

12  服務規律 

  運行事業者は、細心の注意を持って運行送迎業務に当たるとともに、利用者に対し

親切丁寧を心がけ、あいさつを含めた日常の言葉使い、態度には充分注意しなければ

ならない。 

  また、服装、身だしなみは、利用者に不快感を与えないよう気を付け、万一指摘

された場合は改善に努めること。 

 

13 薬品の携行 

  運行事業者は、運行送迎業務に当たって救急薬品を携行するものとする。 

 

14 事故発生時の処置 

運行事業者は、運行送迎業務中、万一、交通事故その他の緊急事態が発生したときは、 

直ちに適切な処置を講ずるとともに、委託者及び関係者に通報しなければならない。

また、緊急時の連絡体制を整備し、事前に委託者へ提出すること。 

 
 



15 損害賠償 

バス運行業務に起因する損害又は傷害に対する賠償は、受託者がその責を負うこと。

ただし、受託者の責によらないものはこの限りではない。 

  

16 運行経路等 

  利用者の利便性を考慮し、草加駅・獨協大学前駅方面コース及びすこやかクラブ送迎

（市内全般）の２系統を基本とする。 

 

17 運行記録表の提出 

  運行事業者は、毎月の運行記録表を委託者に提出しなければならない。また委託者が

求めた際には、運行実態が確認できる書類等を速やかに提示すること。 

 

18 乗降の安全確認 

  運行車両の乗車、降車の際は、必ず安全を確認し安全運行に努めなければならない。

その際介助が必要な方の乗降時には、補助を行うこと。また利用者の乗車時には感染症

防止に努めること。 

 

19 代替車両の確保 

  運行事業者は、故障及び検査等により車両に使用不能期間が生じた場合には、代替

車両を確保するとともに、遅滞なく運行送迎業務を履行しなければならない。なお、

この車両は 10 項に揚げた車両と同等のものとする。 

 

20 費用負担 

 (1) 車両の運行及び維持管理に係る経費については、全て受託者の負担とする。 

 (2) 業務の履行に必要な消耗品等の費用は全て受託者の負担とする。 

 

21 休憩場所 

  バスの運転手は、委託者の指定した場所において休憩するものとする。 

 

22 その他 

  運行送迎業務の必要事項については、その都度協議のうえ、運行を実施するものとする。 

 

 



23 共通事項  

(1) 草加市との協定に基づき、受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年

法律第 57号）及び別記個人情報取扱特記事項を遵守すること。また、業務上知り得た

事項を漏らしてはならない。 

(2) 草加市との協定に基づき、受託者は、草加市環境マネジメントシステムに基づく 

取組に協力すること。 

 (3) 草加市との協定に基づき、草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例 

（平成 19年条例第 16号）第 6条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱 

（平成 8 年告示第 155 号）第 9 条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

① 受託者又は受託者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為に 

よる被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は事業団に報告する 

とともに、所轄の警察署に通報すること。 

② 受託者は、事業団及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じる

こと。 

（4） 業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人権に

配慮することができるよう努めること。 

(5) 受託者は、成果品等については事業団の承諾なしには、他のいかなる者に対しても

それを閲覧に供し、複写させ、譲渡したりまたは提供してはならない。 

(6) 草加市との協定に基づき、受託者は草加市公契約基本条例（平成 26年条例第 21号）

第 12 条の規定に基づき、市長が定める賃金の基準額以上の賃金を労働者に支払わ

なければならないことを勘案し、見積もりを作成すること。 

 

24 問合せ先 

草加市総合福祉センターであいの森 担当：馬場、新島  

電話 ０４８（９３６）２７９１ 

又は 

草加市社会福祉事業団事務局 担当：五十嵐、田中 

  電話 ０４８（９３０）０３１１ 

   

 

 


